
○ 金融商品取引法等に関する留意事項について（金融商品取引法等ガイドライン）

改 正 案 現 行

第１章 金融商品取引法 第１章 金融商品取引法

金商法第２条（定義）関係 金商法第２条（定義）関係

（電子記録移転権利に該当する場合）
２－２－２ 金商法第２条第３項に規定する電子記録移転権利は、電子的な方法 （新設）

によって事実上多くの投資者間で流通する可能性が生じることから、同項に規
定する第一項有価証券とされている。電子記録移転権利に該当するか否かは、
このような趣旨も踏まえ、個別具体的に判断する必要があるが、契約上又は実
態上、発行者等が管理する権利者や権利数を電子的に記録した帳簿（当該帳簿
と連動した帳簿を含む。以下２－２－２において「電子帳簿」という。）の書
換え（財産的価値の移転）と権利の移転が一連として行われる場合には、基本
的に、電子記録移転権利に該当することに留意する。例えば、あるアドレスか
ら他のアドレスに移転されたトークン数量が記録されているブロックチェーン
を利用する場合には、この記録されたトークン数量が財産的価値に該当する。
ただし、電子帳簿の書換え（財産的価値の移転）と権利の移転が一連として行
われる場合であっても、その電子帳簿が発行者等の内部で事務的に作成されて
いるものにすぎず、取引の当事者又は媒介者が当該電子帳簿を参照することが
できないなど売主の権利保有状況を知り得る状態にない場合には、基本的に、
電子記録移転権利に該当しないことに留意する。


